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（この春から竹林係員の後任として新規採用の大野係員が着任した。）

栗本係員

大野さん、仕事には慣れてきたかな？

大野係員

はい、おかげさまで少しずつ慣れてきました。でもまだまだ分からないことが多いので勉強中です。

栗本係員

僕も今、国家戦略特別区域法の施行に伴う道路占用許可の取扱いについて勉強しているから一緒に勉
強しようか。

大野係員

はい。頑張ります。

栗本係員

まずは新たにどんな特例が設けられたかわかるかな？

大野係員

本来であれば、道路法第 33 条第 1項の無余地性の基準を適用しなければいけないんですけど、その
適用が除外されることになりました。

栗本係員

そうだね。では、どういう場合に無余地性の基準の適用を除外できるのかな？

大野係員

それは、道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴
い必要となるものが併せて講じられる場合だと思います。

国家戦略特別区域法の施行に伴う

道路法の特例について
 国土交通省　道路局　路政課　道路利用調整室

道路占用　Ｑ＆Ａ
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栗本係員

ちなみに、無余地性の基準を除外したのは、道路の通行者などにとって、利便の増進になる食事施設
などが道路区域に設置されることが望ましいといえる場合があるからなんだ。もちろん、これは厳格な
手続きを定めたからこそできるものなんだけど、その手続きがどういうものかも勉強しないといけないね。
道路占用許可手続きを行うにあたって、まず政府が定めなければいけないものがあるんだけど、何か
わかるかな？

大野係員

はい、最初に、政府が国家戦略特別区域における産業の国際協力の強化と国際的な経済活動の拠点の
形成の推進の意義と目標などを盛り込んだ「国家戦略特別区域基本方針」を策定する必要があります。

栗本係員

そうだね、この国家戦略特別区域基本方針は国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて案を作成し、
閣議で決定することになっているんだよ。
じゃあ、その基本方針が決定されたあとの手続きは何になるかな？

大野係員

その次は、内閣総理大臣が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動
の拠点の形成に関する目標やその達成のために取り組むべき政策課題を盛り込んだ「区域方針」を定め
ることになります。

栗本係員

そう、国家戦略特別区域基本方針に即した区域方針を定めることになるんだね。区域方針を定めよう
とするときは、国家戦略特別区域諮問会議と関係地方公共団体の意見も聴かなければいけないよ。
国家戦略特別区域基本方針、区域方針が定まったら、次は何だろう。

大野係員

次は、国家戦略特別区域ごとの区域計画の作成になります。

栗本係員

そうだね、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び内閣総理大臣が国家戦略特別区域
における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を
実施すると見込まれる者として選定した者は、国家戦略特別区域会議を組織するとともに、国家戦略特
別区域計画を作成して、内閣総理大臣の認定を申請することになるんだ。
この計画には、特定事業の内容や特定事業ごとの道路法等の規制の特例措置の内容等を定めることに
なっているんだ。

大野係員

もしかして、その規制の特例措置というところで、さっき言っていた無余地性の基準の適用を除外す
ることができるという話が出てくるんですか？
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栗本係員

そうなんだ。現行制度では、道路の占用というのは道路管理者の許可が必要なのはわかるよね。道路
管理者は、道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであり、道路法施行令で定める基準に適合
する場合に限り、許可をすることができるとしているんだ。

大野係員

この制度が国家戦略特別区域法などによって緩和されるんですね。

栗本係員

国家戦略特別区域計画で定めたエリアでのみ、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合に
限り道路の占用が認められるという占用許可基準の適用を除外できるようにしたんだ。
この制度では、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路の通行者
又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定める施設等について国家戦略特別区域計画に記載
することができるようになっているよね。
さて、この政令で定める施設等とは具体的に何かな。

大野係員

はい、まずは広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するものがあります。

栗本係員

そうだね、それは情報提供機能だけでなく、良好な道路交通環境を創出するものであること、また、
現出した美しい街並みが国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者に対する都市の魅
力を向上させるものであるため、国際的な経済活動の拠点の形成等に寄与することから規定したんだよ。
次は何かな？

大野係員

標識、ベンチ、街灯その他これに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
と、食事施設、購買施設その他これに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
があります。

栗本係員

そうだね、これらの規定により設置できる、例えば無料巡回バスのバス停や常設のオープンカフェの
設置などは、道路通行者等の利便に資するとともに、国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若し
くは滞在者の生活環境を向上させ、国際的な経済活動の拠点の形成等に寄与するものであることから、
これも規定したんだよ。
他にはあるかな？

大野係員

他には、自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するものがありますね。
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栗本係員

そう、レンタサイクル事業のために設ける自転車駐車器具は、歩行者に新たな交通手段を提供するこ
とで道路通行者の利便に資するものであって、国際的な活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者
の交通の利便を向上させ、国際的な経済活動の拠点の形成などに寄与するものであることから規定した
んだね。
これで終わりかな？

大野係員

いえ、あと一つあります。競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しであって国際的
な経済活動に関連する相当数の居住者、来訪者若しくは滞在者の参加が見込まれるもののために設けら
れ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもので、①広告塔、ベンチ、街灯その他これ
に類する工作物、②露店、商品置場その他これらに類する施設、③看板、標識、旗ざお、幕、アーチが
政令で定められています。
　

栗本係員

今言ってくれたものは、その設置が円滑に進むことにより、国際的な経済活動に関連する企業及び事
業者等の経済活動を活性化させるものであるため、国際的な経済活動の拠点の形成等に寄与することか
ら規定したんだよ。
　

大野係員

すごく色々なものが特例として措置されているんですね。

栗本係員

そうなんだよ。国家戦略特別区域計画で定めたエリアで道路の占用基準を柔軟化することで、国家戦
略特別区域計画が定められる以前では許可することができなかった占用物件であっても、国際的活動拠
点の形成に資する都市機能の高度化に貢献して、一定の基準に適合する場合には占用を許可することが
できることとなったんだ。

大野係員

なるほど。

栗本係員

国家戦略特別区域というのは、都市機能の高度化などに資する事業を実施することによって、我が国
の経済社会の活力の向上と持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域なんだけども、このよ
うな区域において、都市機能の高度化等を図るために必要な物件を設置することは、これに付随して道
路交通環境の維持と向上措置が行われるということを併せて考えると、道路区域内に設置されることが
望ましいと考えられるんだ。

大野係員

なるほど、道路区域内に設置されることが望ましい場合もあるんですね。
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栗本係員

ちなみに、国家戦略特別計画には、国家戦略道路占用事業に係る施設等の種類ごとに当該施設等を設
ける道路の区域を定めることとされているんだけど、国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略道
路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、区域計画に定めようとする道路の区域を管轄する都
道府県公安委員会に協議して、その同意を得なければならないんだ。

大野係員

道路管理者だけではなく、公安委員会への協議も必要なんですね。

栗本係員

それでは最後に、占用特例の運用手続について整理してみようか。
まず、申請者から占用許可申請書を受ける際には、何に注意したらいいだろうか。
　

大野係員

はい、必ず道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に
伴い必要となるものが併せて講じられることが記載してあるかを確認します。
　

栗本係員

そうだね、その他に占用許可と併せてやらなければいけないことがあると思うんだけどわかるかな？

大野係員

道路使用許可の権限を持つ警察署長の許可を得なければ道路区域内に物件を置くことができない場合
に、警察署長に対し協議を行う必要があります。

栗本係員

そうだね。では、道路占用の許可を行う場合には、一般的な許可条件に加えて、他の条件も加えなけ
ればいけないんだけど何かわかるかな？

大野係員

それは、①占用主体より申請時に添付された道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の
措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるということを担保すること、
②占用許可の更新回数に限定を課すなどの措置により、道路区域への物件の措置が既得権益化しないよ
う担保すること、③国家戦略特別区域計画の変更又は廃止若しくは、占用許可の期間が満了した場合に
おける占用許可の取扱いを明確にすること、です。

栗本係員

そうだね、通常の占用許可の許可条件に加えて、そういったものを加えなければいけないんだよね。
こういった厳格な手続きを定めた上で無余地性の基準を除外したんだね。
最後になるけど、占用の期間が満了した場合又は道路の占用が廃止され、それまでの占用主体とは異
なる者が占用することとなった場合には、従来の占用主体に対して原状回復方法や物件の引き継ぎなど
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必要な指示を行わなければいけないよ。

大野係員

占用主体が変わる時にはそういったことを、占用主体がやらなければいけないんですね。

栗本係員

占用が終わった後の指示も出しておかないと、大変なことになってしまうからね。
そういうことで、今日はこれくらいにしておこうか。2人で勉強するとお互い気づかないところをフ
ォローできていいね。
また、いろいろ勉強しようかね。

大野係員

はい。

栗本係員

（大野さん、新規採用なのによく勉強していて頼もしいな。僕もがんばらなければ！）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF65e57d4c537052377528>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


